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令和４年11月・12月
大阪市鶴見区役所

運営方針制度の見直しについて

（区政会議（各部会）資料）



運営方針制度の見直しについて

１ 運営方針（様式）について
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（様式２）抜粋



運営方針制度の見直しについて

２ 見直し内容、当区の対応について
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• 運営方針（様式１～５）については、区政会議委員の皆様へ情報提供

• 運営方針は詳細な項目により構成されていることから、区政会議資料には馴染まないと判断

• そのため、運営方針の中から主要な項目を抽出したうえで、区政会議資料を別途作成

• 当該資料をもとに、委員の皆様から区役所の取組みなどに関して、ご意見をいただいておりました

これまでの当区における、運営方針・区政会議資料の取扱いについて

• 現行の運営方針（令和４年度運営方針）の中から主要な項目を抽出したうえで、鶴見区独自の
運営方針を策定する

• 当該主要な項目は、これまで区政会議資料にて活用していた項目を基本とする

• 職員の軽減負担の観点などから、鶴見区独自の運営方針イコール、区政会議資料とする

令和５年度以降の鶴見区運営方針について

• 運営方針における、現行の様式１～５のうち、様式１を再構築のうえ、「統一様式」とする

• 現行の様式２～５または所属独自の様式については、各所属の判断による作成を可能とする

見直し内容



運営方針制度の見直しについて

３ 構成について（令和５年度運営方針（素案））
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戦略名
（施策内容）

主な所管課

１－１
（未定）

１－２
（未定）

３－１
安心して子育てできる環境
づくり

３－２
まなびを通じたつながりづくり

３－３
学校教育の支援

２－１
災害に強いまちづくり

２－２
街頭犯罪・交通事故の少
ないまちづくり

経営課題

経営課題１

経営課題３

経営課題４

経営課題５

高齢者支援

健康づくり

子育て支援

教育

市民協働

市民協働

１ つながる・支えあう

２ 備える

３ 育てる・まなぶ

５ 共に生きる

 気にかける・つながる・支え合う地
域づくり

 だれでも・いつでも・なんでも言え
る相談支援体制づくり

 安心して子育てできる環境づくり
 まなびを通じたつながりづくり
 学校教育の支援

 環境を守り自然と共生したまちづ
くり

■ 災害に強いまちづくり
■ 街頭犯罪・交通事故の少ない
まちづくり

４ 聴く・伝える  区政情報の発信及び区民ニーズ
の把握

経営課題２

新設

新設

政策

政策

経営課題５から移管

鶴見区将来ビジョン（2023～2027） 令和５年度鶴見区運営方針

• 令和４年度鶴見区運営方針では、区将来ビジョン（ヴィジョン）との対比において、差異が生じています。
• そのため、次期区将来ビジョンの策定時である、令和５年度以降については、当該差異を解消することを意図し、区

運営方針の「経営課題」に係る順番を変更等し、整合性を保つようにします。


